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本資料の目的 

1. 企業会計基準委員会では、2023 年 11 月 17 日に実務対応報告公開草案第 67 号「グロー

バル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い（案）」（以

下「本公開草案」という。）を公表した。 

2. 本公開草案に対するコメントは 2024年 1月 9日に締め切られ、9通のコメント・レター

（団体等 7 通、個人 2 通）が寄せられた。当委員会では、本公開草案に寄せられたコメ

ントを分析し対応案の検討を行ってきた。 

3. 本資料は、デュー・プロセスの観点から、公開草案を再度公表する必要性の有無につい

て検討することを目的としている。 

4. なお、公開草案を再度公表する必要性の有無等に関する検討については、前回から変更

していない。 

 

公開草案を再度公表することの必要性 

5. 公益財団法人財務会計基準機構「企業会計基準及び修正国際基準の開発に係る適正手続

に関する規則」第 20条第 5項では、以下のとおり記載されている（文中の「委員会」と

は、「企業会計基準委員会」を指す。）。 

「企業会計基準等及び修正国際基準を公表する前に、公開草案を再度公表する必要性

がないか否かを、委員会において検討する。」 

そのため、本公開草案の公表以後に修正した項目について、公開草案を再度公表する

必要性の有無を検討する必要がある。 

6. 本実務対応報告については、本公開草案の提案から主に以下の点について変更を行って

いる。 
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項目 本公開草案での提案 本公開草案からの変更 再公開草案の必要性 

① グ ロ ー バ

ル・ミニマム

課税制度に係

る法人税等に

ついて損益に

計上すること

の明確化 

グローバル・ミニマム

課税制度に係る法人税

等については、対象会

計年度となる連結会計

年度及び事業年度にお

いて、財務諸表作成時

に入手可能な情報に基

づき当該法人税等の合

理的な金額を見積り計

上する。 

下線部分を追加した。 

グローバル・ミニマム

課税制度に係る法人税

等については、対象会

計年度となる連結会計

年度及び事業年度にお

いて、財務諸表作成時

に入手可能な情報に基

づき当該法人税等の合

理的な金額を見積り、

損益に計上する。 

公開草案に寄せられた

コメントを踏まえて損

益に計上することを明

確化するものであり、

本公開草案の提案内容

を変更するものではな

く、公開草案を再度公

表する必要性はないも

のと考えられる。 

②中間財務諸

表における取

扱い 

記載なし。 本公開草案において、

中間財務諸表における

グローバル・ミニマム

課税制度に係る法人税

等の会計処理について

は、その取扱いを明確

に示していなかったこ

とから、中間財務諸表

においても、当面の

間、グローバル・ミニ

マム課税制度に係る法

人税等を計上しないこ

とができることを明確

にした。 

公開草案に寄せられた

コメントを踏まえて中

間財務諸表における取

扱いについて明確化す

るものであり、公開草

案を再度公表する必要

性はないものと考えら

れる。 

③連結損益計

算書における

表示 

連結損益計算書におい

て、グローバル・ミニ

マム課税制度に係る法

人税等は、法人税、地

方法人税、住民税及び

事業税（所得割）を示

す科目に表示すること

を提案した。 

また、連結財務諸表に

おけるグローバル・ミ

ニマム課税制度に係る

法人税等については、

グループの利益（所

得）に対する課税額と

いう点では、他の法人

税、地方法人税、住民

税及び事業税（所得

割）と同様であるた

グローバル・ミニマム

課税制度に係る法人税

等が重要な場合には、

注記を求めることとし

た。 

公開草案に寄せられた

コメントを踏まえて、

情報の有用性及び追加

的なコストも勘案して

行った変更である。開

示に関する追加的なコ

ストは大きくないと考

えられることを踏まえ

ると、再公開草案を行

うほどの重要性はない

ものと考えられるた

め、公開草案を再度公

表する必要性はないも

のと考えられる。 
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項目 本公開草案での提案 本公開草案からの変更 再公開草案の必要性 

め、区分表示又は注記

を求めないことを提案

した。 

④四半期財務

諸表における

注記を求める

要件 

本公開草案では、四半

期会計期間において、

本公開草案第 7 項の適

用対象となるかどうか

の判断が困難な場合が

あること及び財務諸表

利用者に対してより有

用な情報を提供するこ

とを目的として、次の

2 つの要件を満たす場

合に、四半期財務諸表

において注記をするこ

とを提案した。 

(1) 前連結会計年度及

び前事業年度にお

いてグローバル・

ミニマム課税制度

に係る法人税等を

計上している。 

(2) 当四半期連結会計

期間及び当四半期

会計期間におい

て、当連結会計年

度及び当事業年度

におけるグローバ

ル・ミニマム課税

制度に係る法人税

等が重要であるこ

とが合理的に見込

まれる。 

左記(1)及び(2)の要件

をともに削除し、当四

半期連結会計期間及び

当四半期会計期間にお

いて、本実務対応報告

第 7 項を適用するとき

は、その旨を注記する

こととした。 

公開草案に寄せられた

コメントに対応して、

当該注記の要件を削除

したものである。これ

により情報の有用性が

増加すると考えられる

一方、実務上の負担が

大きく増加することに

はならないと考えら

れ、また、四半期財務

諸表における注記を求

めるという公開草案の

提案を変更するもので

はないことから、再公

開草案を行うほどの重

要性はないものと考え

られる。このため、公

開草案を再度公表する

必要性はないものと考

えられる。 

⑤中間財務諸

表における注

記 

記載なし。 本公開草案において、

中間財務諸表における

注記については、その

取扱いを明確に示して

いなかったことから、

中間財務諸表において

も注記を求めることを

明確にした。 

公開草案に寄せられた

コメントを踏まえて中

間財務諸表の注記の取

扱いについて明確化す

るものであり、公開草

案を再度公表する必要

性はないものと考えら

れる。 

7. 上記の検討の結果、現状の文案では、公開草案を再度公表する必要はないと考えられる。 
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ディスカッション・ポイント 

上記の対応についてご意見をお伺いしたい。 

 

以 上 


